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 「忌引き」、「学校感染症（学校保健安全法第19条の規定により）」、「災害」、「裁判員制度」、

「骨髄バンクドナー候補者又はドナーとなった場合」の理由で授業を欠席したときは、「欠席扱い免除

願」に欠席事由を証明するものを添えてすみやかに教育支援課に申請してください。なお、これらの場

合の欠席扱い免除は、欠席が授業実時数の3分の1を超えた時に考慮されます。また、不慮の事態による

場合、その都度大学が判断しお知らせします。＊学校感染症の詳細は、保健センターまたは教育支援課

医務室ホームページで確認してください。

※骨髄・末梢血幹細胞移植のドナー候補者又はドナーとなった場合については、教育支援課に

相談すること。
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